
（案） 

京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，京都市人権文化推進計画の理念に基づき，多様な性の在り方が尊重

され，全ての人が性に関する偏見や差別に苦しめられることなく，社会に参加し，自分

らしく自由に生きられる社会の実現を目指し，パートナーシップの宣誓の取扱いについ

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）性的少数者 

   性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性

別と異なる者をいう。 

（２）パートナーシップ 

双方又はいずれか一方が，性的少数者である二人が，互いを人生のパートナーと

し，日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。 

（３）宣誓  

パートナーシップを形成している者同士が，市長に対し，双方が互いを人生のパー

トナーであることを誓うことをいう。 

 

（宣誓の対象者の要件） 

第３条 宣誓をしようとする者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）双方が，ともに民法に規定する成年に達していること 

（２）双方，又は一方が，現に本市の区域内に住所を有していること 

（３）双方が，ともに現に婚姻しておらず，かつ，宣誓しようとする相手方以外に事実婚

の関係にある者又はパートナーシップを形成している者がいないこと 

（４）宣誓をしようとする者同士が民法第７３４条から第７３６条までに規定する婚姻を

することができない者同士の関係（宣誓をしようとする者同士が養子縁組をしている

又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く）にないこと 

 

（宣誓の方法） 

第４条 宣誓をしようとする者は，宣誓日を予約のうえ，揃って市職員の面前において，

パートナーシップ宣誓書（様式第１号。以下「宣誓書」という。）に自ら記入し，次に

掲げる書類を添えて，市長に提出するものとする。 

ただし，宣誓をしようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書に記入できないと市長が

資料２ 



（案） 

認めるときは，市職員及び双方の立会いの下で，これを代筆させることができる。 

（１）住民票の写し又は住民票記載事項証明書（宣誓日以前３箇月以内に発行されたもの

に限る。） 

（２）戸籍抄本そのほか現に婚姻していないことを証明する書類（宣誓日以前３箇月以内

に発行されたものに限る。） 

２ 市長は，第１項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため，

次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。 

（１）マイナンバーカード（個人番号カード） 

（２）旅券（パスポート） 

（３）運転免許証 

（４）前３号に掲げるもののほか，官公署が発行した免許証，許可証又は資格証明書であ

って，宣誓をしようとする本人の顔写真が添付されたもの 

（５）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 

（通称名の使用） 

第５条 宣誓をしようとする者は，性別違和その他市長が特に理由があると認める場合

は，宣誓書において，氏名と併せて通称名を使用することができる。 

２ 前項により通称名の使用を希望する場合は，日常生活において当該通称名を使用して

いることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。 

 

（受領証の交付） 

第６条 市長は，第４条の規定により宣誓がなされた場合において，当該宣誓をした者が

第３条に規定する要件を満たしていると認める場合は，当該者に対し，パートナーシッ

プ宣誓書受領証（様式第２号）及びパートナーシップ宣誓書受領カード（様式第３号。

以下，「受領証等」という。）を，宣誓書の写しを添えて交付するものとする。 

 

（受領証の再交付） 

第７条 前条の規定により受領証等の交付を受けた者（以下「宣誓者」という。）は，当

該受領証等の紛失，毀損等の事情により受領証等の再交付を希望するときは，第１０条

の規定に基づき宣誓書が保存されている場合に限り，パートナーシップ受領証等再交付

申請書（様式第４号）により申請することができる。 

２ 前項に規定する申請があったときは，市長は受領証等を再交付することができる。 

 

（受領証の返還等） 

第８条 宣誓者は，次の各号のいずれかに該当するときは，宣誓者の双方又は一方がパー

トナーシップ宣誓書受領証等返還届（様式第５号）に受領証等を添付し，市長に届け出



（案） 

なければならない。 

（１）パートナーシップが解消されたとき 

（２）双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき 

（３）そのほか宣誓の要件に該当しなくなったとき 

２ なお，前項の各号のいずれかに該当するパートナーシップ宣誓は，当然に無効とす

る。 

 

（周知啓発） 

第９条 市長は，パートナーシップの宣誓の趣旨が適切に理解され，公平かつ適切な対応

が行われるよう，市民や事業者の周知啓発に努めるものとする。 

 

（宣誓書の保存） 

第１０条 市長は，宣誓書を１０年間保存するものとする。 

 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，文化市民

局長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和２年９月１日から施行する。ただし，次項の規定は，決定日から施

行する。 

 

（施行前の準備行為） 

２ パートナーシップの宣誓に係る日時などの調整その他必要な行為については，令和２

年９月１日前においても，この要綱の規定の例により行うことができる。 



 

様式第１号（第４条関係） 

（表面） 

 

 

パートナーシップ宣誓書 

 

（宛先）京都市長 

 

私たちは，京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づき，お互いを

その人生のパートナーとすることを宣誓します。 

年  月  日 

 

（宣誓者）               （宣誓者） 

フリガナ                       フリガナ 

氏名                 氏名               

（生年月日：   年  月  日） （生年月日：   年  月  日） 

フリガナ                       フリガナ 

（通称             ） （通称             ） 

 

 

住所                 住所               

  

                                    

 

（代筆者）              （代筆者） 

氏名                氏名               

 

 

 

 

 

 

 

注）宣誓者の欄は自署してください。やむをえない場合は代筆が可能ですが，下段に代筆者の氏

名を御記入ください。 

 

 

 



 

様式第１号（第４条関係） 

（裏面） 

 

 

パートナーシップの宣誓に関する確認書 

 

私たちは，京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく「パート

ナーシップ宣誓」をするにあたり，以下の内容を確認しました。 

 

                        

氏名                 氏名               

 

確認事項（お互いに確認したことには，□に✓を付けてください。） 

要綱 

第２条 

（関係性） 

 互いを人生のパートナーとし，日常の生活において相互に協力し合うことを約し

た，双方又はいずれか一方が，性的少数者である二者の間の関係であること 

 

□ 

要綱 

第３条 

第３号 

（独身等であること） 

 双方が，ともに現に婚姻しておらず，かつ，宣誓をしようとする者以外と事実婚

の関係にある者又はパートナーシップを形成している者がないこと 

 

□ 

要綱 

第３条 

第４号 

（近親者でないこと） 

・直系血族又は３親等内の傍系血族の間でないこと 

・直系姻族の間でないこと 

 

□ 

要綱 

第８条 

（受領証等の返還） 

以下の事由に該当するときは，受領証等を返還すること 

（１）パートナーシップが解消されたとき 

（２）双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき 

（３）そのほか宣誓の要件に該当しなくなったとき 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

【市職員記載欄】 

本人確認書類 □ 個人番号カード □ 旅券 □ 運転免許証 

□ その他（                            ） 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

（表面） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領証 

 

 

（氏名又は通称） 

              様                  様  

（生年月日：   年  月  日）   （生年月日：   年  月  日） 

 

 

（宣誓日）                  

 

 

  京都市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づき，お二人から

パートナーシップの宣誓書を受領しました。 

  お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い，自分らしく，いきいきと

生活されることを応援いたします。 

 

 

 

 

京 都 市 長  ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

専用 
公印 



 

様式第２号（第６条関係） 

（裏面） 

 

この受領証の提示を受けられた方へ 

京都市は，多様な性の在り方が尊重され，全ての人が性に関する偏見や差別に

苦しめられることなく，社会に参加し，自分らしく自由に生きられる 

「一人ひとりを包摂する社会」を目指し，性的少数者の方々が，安心して，暮

らし，働き，学び，観光できる環境づくりに取り組んでいます。 

「京都市パートナーシップ宣誓制度」は，婚姻のような法律上の効果が生じ

るものではありませんが，京都市として，お二人が互いを人生のパートナーと

し日常生活において協力し合うことを宣誓されたことを証することにより，市

民や事業者の皆様の間に，性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感

が広がり，お二人が，生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消

され，社会参加の促進につながるよう取り組むものです。 

この受領証の提示を受けられた方は，上記の趣旨を十分に御理解くださいま

すようお願いします。 

また，本制度を利用する方の性的指向・性自認や，本制度を利用しているこ

とについては，本人の同意なく口外しないでください。 

【特記事項】 

 

【緊急連絡先】（自由記載） 

 

備考 

１ 担当部署名及び連絡先を記載する。 

２ 表面には，適宜意匠を加えるものとする。 

３ 特記事項欄には，通称を使用している場合の戸籍上の氏名，再交付した場

合の交付年月日を記載する。 



様式第３号（第６条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 
備考 

１ 寸法は，縦５４ミリメートル，横８６ミリメートルとする。 

２ 表面の背景には，適宜意匠を加えるものとする。 

３ 特記事項欄には，通称を使用している場合の戸籍上の氏名，再交付をし 

た場合の交付年月日を記載する。 

 

  パートナーシップ宣誓書受領カード 
京都市が定めた要綱に基づき，お二人からパートナーシップ 

宣誓書を受領しました。 

        様          様 

  年   月   日生      年   月   日生 

  年  月  日 

京  都  市  長 

○ ○ ○ ○ 

この受領カードの提示を受けられた方へ 

この制度は，京都市として，お二人が人生のパートナーとし 

て協力し合うことを宣誓されたことを証することにより，市民

や事業者の皆様に理解と共感が広がり，お二人が抱える困難が

解消され，社会参加の促進につながるよう取り組むものです。 

婚姻のような法律上の効果が生じるものではありません

が，制度の趣旨を御理解くださいますようお願いします。 
 

【特記事項】 

 

【緊急連絡先】（自由記載） 
 

専用 
公印 第  号 



 

様式第４号（第７条関係） 

 

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 

（宛先）京都市長 

 

京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第７条第１項の規定に基

づき，パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を申請します。 

年  月  日 

（宣誓者） 

氏  名 
  

通称名の場合， 

戸籍上の氏名 

  

生 年 月 日     年  月  日     年  月  日 

宣 誓 日 年  月  日 

（再交付申請者（宣誓者のいずれかに限る。）※１） 

氏  名 
 

住  所 
 

※１ 要綱第４条第２項に規定されている本人確認書類を提示してください。 

（再交付を求めるもの※２）（該当する□に✓を付ける。） 

種  類 
□ パートナーシップ宣誓書受領証 

□ パートナーシップ宣誓書受領カード 

再交付が必要な理由※３ □ 紛失  □ 汚損  □ 改姓・改名※４ 

※２ 再交付は，紛失等のやむを得ない場合に限ります。 

※３ 紛失以外の理由の場合，交付済みの受領証を返還してください。 

※４ 改姓・改名が確認できる書類を添付してください。 

 

【市職員記載欄】 

本人確認

書類 

□ 個人番号カード □ 旅券 □ 運転免許証 

□ その他（                           ） 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 

 

（宛先）京都市長 

 

京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第８条の規定に基づき，パート

ナーシップ宣誓書受領証等を返還します。 

 

年  月  日 

（宣誓者） 

氏  名 
  

通称名の場合， 

戸籍上の氏名 

  

生 年 月 日     年  月  日     年  月  日 

宣 誓 日 年  月  日 

 

（返還者（宣誓者の双方又は一方に限る。）※） 

氏  名 
  

住  所 
  

※ 要綱第４条第２項に規定されている本人確認書類を提示してください。 
 

（返還理由等）（該当する□に✓を付ける。） 

返 還 理 由 

□ パートナーシップの解消 

□ 双方の本市区域外転出 

□ その他（                ） 

紛失したため 

返還できない者 

（氏名） （氏名） 

 

【市職員記載欄】 

本人確認書類 □ 個人番号カード □ 旅券 □ 運転免許証 

□ その他（                            ） 

 


